
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

四

一

号

憲
法
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十
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五
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質
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内
閣
が
次
の
よ
う
な
内
容
の
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
可
能
か
。

一

成
年
に
達
す
る
年
齢
を
満
二
十
年
と
し
つ
つ
、
選
挙
権
の
付
与
さ
れ
る
年
齢
を
満
二
十
一
年
に
引
き
上
げ
る
法
律
案

二

成
年
に
達
す
る
年
齢
を
満
二
十
年
と
し
つ
つ
、
選
挙
権
の
付
与
さ
れ
る
年
齢
を
満
十
八
年
に
引
き
下
げ
る
法
律
案

右
質
問
す
る
。


